
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年11月1日発行 
朝霞市立朝霞第五中学校 

 

〒351-0031 朝霞市宮戸1580 HP http://www.asakadai5chu.city-asaka.ed.jp 
TEL 048(471)2236  FAX 048(476)1328  E-mail 5chuu@asaka-c.ed.jp 

朝五中だより 

いじめ防止月間（１０月・１１月）です 

校 長  鈴木 香織 

木々の紅葉もあざやかに色づき、ずいぶんと日が短くなってきました。１０月１日から緊急事態

宣言が解除となり、これまでの感染リスクの高かった教育活動についても、段階的に緩和し、感染

対策をとりながら実施しています。 

水曜日の放課後に行うチャレンジ学習では、論理的思考力を向上させるため、数学の活用問題に

挑戦し、全学年の学級対抗で回答を競い合うという取組を実施しています。学年を問わずにできる

問題であるということ、また、学級全体で考えるということなどを通じて、これまでコロナ禍では

できなかった「クラスみんなで力を合わせて課題に向かってがんばる」という協働作業を体験して

います。どの学級も、とても盛り上がって意欲的にみんなで協力して問題に取り組んでいました。

これは、オンライン学習などでは経験できない、本来の対面形式での学校生活ならではの活動であ

ると、改めて、学校での学びの意義を考えさせられました。 

また、コロナ禍で、タブレット端末などが急激に普及し、オンライン授業ができるようになった

今、逆に、人と人とが直接会ってコミュニケーションをとり、相手の心を気遣う優しい気持ちやお

互いを思いやろうとする心を大切にしなければならないと実感しました。 

さて、１０月・１１月は「いじめ防止月間」です。本校の取組としまして 

は、いじめの早期発見、早期対応を心がけ、「心と生活のアンケート」や「心 

と体のアンケート」を実施し、生徒一人一人の生活状況や健康面を把握する 

とともに、１１月１２日～２２日までを教育相談週間とし、その間に１・ 

２年生は二者面談、３年生は三者面談を予定しています。 

近年、スマホやタブレットによるトラブルやいじめが深刻な問題となっています。ICT機器等

は、膨大な資料や情報を瞬時に提供してくれます。情報そのものをどう扱うか、どう活用するかに

よって正しい行動または逆方向の行動にもなります。現在、インターネットにアクセスすると、自

分の情報を世界中に発信したり、逆に世界中の情報を受け取ることができます。瞬時に世界中の出

来事を知ったり、発信したりすることは、大変便利で楽しいことですが、逆に、自分の発した情報

が世界中の人々に伝わってしまい、危険な目にあうこともあります。ICT機器等は使い方一つで、

大変便利な道具になると同時に、大変危険な道具にもなるわけです。 

先日、朝霞警察署生活安全課の方を講師として招聘し、非行防止・薬物乱用防止教室を開催しま

した。その中で、近年、インターネットによる犯罪等が小中学生にも起きており、未然防止の大切

さを生徒にわかりやすく説明してくれました。 

学校でのタブレット端末の活用についても、これからは、情報を正しく扱う能力（情報活用能

力）が求められます。社会で生きていくために必要なモラルやマナーも含めて、タブレット端末を

有効に活用すると同時に、ICT機器等の活用では得られない人と人とがふれあうコミュニケーショ

ン活動も大切にしていきます。 



１１月の行事予定（霜月）November 

日 曜 行 事 予 定 日 曜 行 事 予 定 

１ 月 教育の日 16 火  

２ 火 ３年修学旅行代替（八景島シーパラダイス） 17 水  

３ 水 文化の日 18 木 学年朝礼 

４ 木 学校朝礼 19 金 脊柱側わん検診9:00～12:00 

５ 金 特別時間割 20 土  

６ 土 ステップアップ教室 21 日  

７ 日  22 月  

８ 月  23 火 勤労感謝の日 

９ 火  24 水  

10 水 
性に関する講演会１､２年⑤ ３年⑥ 

安全・自転車点検  各種委員会 
25 木 

期末テスト（１・２年：国・数・社・音/体、 

３年：体/音） 

11 木 生徒朝礼 26 金 
期末テスト（１・２年：理・英・技家、 

３年：英・理・技家） 

12 金 教育相談週間～２２日（月） 27 土 ステップアップ教室 

13 土  28 日  

14 日 県民の日 29 月  

15 月  30 火 ２年スキー林間保護者会14:00～ 

＜１２月の主な行事＞  ９日（木）～１３日（月） ３年三者面談           ２４日（金） 終業式 

  １７日（金）        １年保護者会・学級懇談会 

＜表彰＞ 令和３年度埼玉県歯・口の健康啓発標語コンクール 入賞 １年生徒 １名 

     「税の標語」朝霞税務署長賞              ２年生徒 １名 

     朝霞市教育委員会表彰                 １年生徒 ２名 

 

 

 

 

 

 

１０／１１ ３年生の租税教室の様子   １０／１９ 朝霞地区駅伝大会   １０／２６ 新入生ガイダンス※朝霞三小６年生訪問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こども未来課からのお知らせ  ～毎年１１月は「児童虐待防止推進月間」です。～ 
 児童虐待の相談は増加の一途をたどり、痛ましい事件が続いています。「虐待かも」と思ったら、児童相談所虐待対応ダイヤ

ル１８９（いちはやく）にお電話ください。 子育ての悩みや困りごとは、ひとりで抱えず、こども未来課にご相談ください。 

こども未来課  ０４８－４６３－０３６４    家庭児童相談室 ０４８－４６３－２２３１ 

【衣替え】１１月より制服が冬服に完全移行しました。これを機会に身だしなみを整え、正しい制服の着方を身につけ

ましょう、見た目の印象は、コミュニケーションの第一歩です。 

◆ネクタイの結び方の１例です。参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

① 図のように重ねる     ② １周させる      ③ 内側をくぐらせる    ④一番外側の内を通す   ⑤ →を押さえながら引っ張る。 

 

＜感染症対策について＞ 

寒い季節になり、身体の免疫力も低下しがちな季節です。引き続きマスク、手洗い、うがいなど感染防止に努めてく

ださい。また、今までに比べ、外出する機会も増えることが考えられます。周りの雰囲気に流されること無く、これまで

の経験を生かして、感染の恐れのあるところには近づかないなど自分の頭で考え、判断し、行動するようにしましょう。 

 


